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新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
イ. 2022年６月23日開催の取締役会決議による新株予約権
・新株予約権の数

6,970個
・新株予約権の目的となる株式の数

1,394,000株（新株予約権１個につき200株）
・新株予約権の払込金額

１個当たり　　143,000円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　　143,000円（１株当たり715円）
・新株予約権を行使することができる期間

2026年６月24日から2032年６月22日まで
・新株予約権の行使の条件

a. 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社（本項において、関係
会社とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社及び
関連会社をいう）の役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者
が当社又は当社関係会社の役員を任期満了により退任した場合、新株予約権者が定年又
は会社都合により当社又は当社関係会社の従業員の地位を喪失した場合、及び当社が正
当な理由があると認めた場合を除く。

b. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができ
ない。

（注）１．2022年10月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的
となる株式の数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整さ
れております。

２．取締役１名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたもので
す。
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新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数
取締役
（社外取締役を除く） 300個 60,000株 １人

社外取締役 － － －

監査役 － － －

・当社役員の保有状況
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新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数
取締役
（社外取締役を除く） 100個 20,000株 １人

社外取締役 120個 24,000株 ３人

監査役 110個 22,000株 ３人

ロ. 2022年９月27日開催の取締役会決議による新株予約権
・新株予約権の数

360個
・新株予約権の目的となる株式の数

72,000株（新株予約権１個につき200株）
・新株予約権の払込金額

１個当たり　　170,600円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　　170,600円（１株当たり853円）
・新株予約権を行使することができる期間

2026年９月28日から2032年９月26日まで
・新株予約権の行使の条件

a. 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社（本項において、関係
会社とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社及び
関連会社をいう）の役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者
が当社又は当社関係会社の役員を任期満了により退任した場合、新株予約権者が定年又
は会社都合により当社又は当社関係会社の従業員の地位を喪失した場合、及び当社が正
当な理由があると認めた場合を除く。

b. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができ
ない。

（注）2022年10月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的とな
る株式の数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されており
ます。

・当社役員の保有状況
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新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数
取締役
（社外取締役を除く） － － －

社外取締役 80個 8,000株 1人

監査役 － － －

ハ. 2022年12月23日開催の取締役会決議による新株予約権
・新株予約権の数

80個
・新株予約権の目的となる株式の数

8,000株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額

１個当たり　　73,300円
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　　73,300円（１株当たり733円）
・新株予約権を行使することができる期間

2026年12月24日から2032年12月22日まで
・新株予約権の行使の条件

a. 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社（本項において、関係
会社とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社及び
関連会社をいう）の役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者
が当社又は当社関係会社の役員を任期満了により退任した場合、新株予約権者が定年又
は会社都合により当社又は当社関係会社の従業員の地位を喪失した場合、及び当社が正
当な理由があると認めた場合を除く。

b. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができ
ない。

・当社役員の保有状況
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② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 取締役は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「企業理念」

に基づいた適正かつ健全な企業活動を行っています。
ロ. 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備
し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行しています。

ハ. コンプライアンスの状況は、経営会議等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行い、各
部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び
推進に努めています。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電
磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理
しており、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できることとしていま
す。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等
の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直しています。

ロ. リスク情報等については経営会議等を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報
告を行っており、個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニ
ュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査人
がこれを行っています。

ハ. 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じ
て顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防
止する体制を整えることとしています。
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ニ. 内部監査人は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告する
ものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努
めることとしています。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規
程を定めるとともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時
に開催することとしています。

ロ. 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定
め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定
期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現することとしていま
す。

ハ. 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするととも
に、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図ります。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　子会社等を設立又は取得する場合には、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を
整備することとしています。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本

方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行います。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ. 監査役は、経営企画室の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができます。指示

を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとして
います。

ロ. 取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた経営企画室の使用人に対
し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応しています。
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⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ. 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重

要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明
を求めることができることとしています。

ロ. 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を
与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する
体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力します。

ハ. 取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として
不利益な取り扱いを行わないこととしています。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係
る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処
理することとしています。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役は、内部監査人と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うも

のとしています。
ロ. 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場から
の助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図
ることとしています。
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⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ. 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方

針とし、これを各種社内規程等に明文化しています。また、取引先がこれらと関わる個
人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消することとしています。

ロ. 経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行っていま
す。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社
会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図っています。

ハ. 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門
機関と連携し、有事の際の協力体制を構築します。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　諸規程を整備し、全取締役及び使用人に遵守させております。また、内部通報制度を整備
し、法令違反について早期発見を図っております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会議事録や重要事項に関する稟議書等の取締役の職務執行に関する情報については、
文書管理規程等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社リスク管理・コンプライアンス推進委員会が中心となり当社及び当社子会社の重要リス
クの識別と評価を実施し、リスク対応計画の作成と実施をさせることにより、リスク管理の実
効性を確保しております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当事業年度においては、取締役会を計25回開催し、年度計画に基づき、各社の業績管理を
実施いたしました。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　四半期ごとに、当社取締役会で、当社子会社社長から職務の執行の状況について、報告を受
けました。また子会社の経営管理等については、当社経営企画部より指導及び支援を行ってお
ります。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項
　補助使用人について取締役からの独立性と監査役からの指示の実効性を確保しております。

－ 10 －



⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　当社及び当社子会社は、内部通報制度を整備しております。またその中で、報告した者に対
する不当な取り扱いの禁止等を定めております。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては方針を定め、適切に運用しております。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、会計監査人、内部監査室と、それぞれ定期的に意見交換を行いました。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　反社会的勢力に対する取組みとしては、取引を回避するため新たな取引先の事前審査を厳格
に行うよう努めるほか、契約書等には反社会的勢力排除条項を規定しております。
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（2023年７月 1 日から
2024年６月30日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 5,760,533 5,697,303 9,342,523 △23 20,800,337

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新株の発行（新株予約権の
行 使 ） 13,224 13,224 26,448

自 己 株 式 の 取 得 △568,728 △568,728

剰 余 金 の 配 当 △320,654 △320,654

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 804,846 804,846

株主資本以外の項目の当連結会計年度
変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 13,224 13,224 484,192 △568,728 △58,088

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5,773,757 5,710,527 9,826,715 △568,751 20,742,249

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主
持　　　分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 △240,554 1,025,224 784,670 155,903 658,396 22,399,308

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新株の発行（新株予約
権 の 行 使 ） 26,448

自 己 株 式 の 取 得 △568,728

剰 余 金 の 配 当 △320,654

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 804,846

株主資本以外の項目の当連結会
計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 114,335 475,263 589,598 130,156 210,977 930,732

当連結会計年度変動額合計 114,335 475,263 589,598 130,156 210,977 872,644

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △126,218 1,500,487 1,374,269 286,060 869,373 23,271,952

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 16社
・主要な連結子会社の名称 ㈱ブシロードミュージック

Bushiroad International Pte. Ltd.
新日本プロレスリング㈱
㈱ブシロードクリエイティブ

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称 Bushiroad USA Inc.
・連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ
も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数 ３社
・主要な会社等の名称 Bushiroad USA Inc.

㈱キネマシトラス
㈲遊宝洞

⑶ 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
連結の範囲の変更　　　　　　当連結会計年度において、㈱ブシロードクリエイティブの事業の一部を

会社分割（新設分割）により承継した㈱ブシロードワークスを新たに設
立したことにより、同社を連結の範囲に含めております。
当 連 結 会 計 年 度 に お い て 、 当 社 の 連 結 子 会 社 で あ るBushiroad 
International Pte．Ltd.がGorin Technical Industry (Malaysia) Sdn 
Bhdの株式を取得したことにより、同社及び同社の子会社であるWorld 
Card Products（Singapore）Pte.Ltd.を連結の範囲に含めておりま
す。

持分法の適用の範囲の変更　　当連結会計年度において、㈲遊宝洞の株式を取得したことにより、持分
法適用の範囲に含めております。
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⑷ 連結子会社の事業年度等に関する事項
Gorin Technical Industry (Malaysia) Sdn Bhd及びWorld Card Products（Singapore）Pte.Ltd.

の決算日は、３月31日であります。
連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用しております。ただし、４月１日から連

結決算日６月30日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
⑸ 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. デリバティブ
時価法を採用しております。

ハ. 棚卸資産
商品及び製品
　当社及び国内連結子会社は主として移動平均法による原価法を、在外連結子会社は先入先出法又は移
動平均法による原価法を採用しております。
仕掛品
　個別法による原価法を採用しております。
貯蔵品
　最終仕入原価法による原価法を採用しております。
　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、機械装置については定額法を採用しており
ます。
　また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物　　　３年～39年
　機械及び装置　　　　５年～10年
　工具、器具及び備品　２年～15年
　車両運搬具　　　　　２年～６年
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ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（１年～５年）に基づい
ております。

ハ. リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 繰延資産の処理方法
株式交付費

３年間にわたり均等償却をしております。
社債発行費

支出時に全額費用処理しております。
④ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金
　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰
属する額を計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、当社及び一部の連結子会社は役員退職慰労金規程に基づく期末要
支給額を計上しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
小規模企業等における簡便法の採用
　当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たすスワップ取引につい
て、特例処理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段………金利スワップ
　ヘッジ対象………借入金利息

ハ. ヘッジ方針
　借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
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ニ. ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップにつきましては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

⑦ 重要な収益及び費用の計上基準
提供する財又はサービスに関する主要な収益は以下のとおりであります。

イ. TCG、音楽・映像パッケージ、MD、グッズ、コンソールゲームなどの商品及び製品の販売について
は、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認識しております。な
お、国内の販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取
扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には、出荷時に収益を認識しております。

ロ. 当社パブリッシュのモバイルオンラインゲームについては、顧客がゲーム内通貨を用いて交換したア
イテムの見積り利用期間に基づいて収益を認識しております。共同事業のモバイルオンラインゲーム
から生じる収益は、パブリッシャーである共同事業者が獲得した収益に対して収益分配を受けること
によって生じております。収益分配は当社が顧客である共同事業者への企画・開発・広告等の履行義
務の提供により獲得したものであることから、顧客が獲得する収益を見積り当社の収益を認識してお
ります。

ハ. 映像・音楽コンテンツ、アニメーション等のIP版権、音楽著作権などのライセンス契約におけるライ
センスの供与については、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり
知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与さ
れる時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識しております。売上高に基づ
くロイヤルティは契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して履行義務の
充足を判断し、一時点で収益を認識しております。また、顧客への財又はサービスの提供における当
社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から取引先に支払う額を
控除した純額で収益を認識することとしております。

ニ. プロレスリングの興行、音楽ライブなどのライブイベントについては、開催時点において顧客に対し
て約束したサービスの履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認識しております。

ホ. 広告代理店業、イベントの企画・制作、音響・映像制作などの請負サービスの提供については、顧客
への制作物及びサービスの提供を完了した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認識
しております。なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当す
る取引については、顧客から受け取る額から取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識すること
としております。
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主要な財又はサービスのライン 提供するサービスに関する主要な収益
TCG TCGの販売

デジタルコンテンツ

モバイルオンラインゲームのパブリッシュ
モバイルオンラインゲームの共同事業
コンソールゲームの販売
アニメーション等のIP版権のライセンス

ライブエンタメ
映像・音楽コンテンツ・音楽著作権のライセンス
音楽・映像パッケージの販売
音楽ライブの開催

MD MDの販売、出版

アド
広告代理店
イベントの企画・制作
音響・映像制作

スポーツ
プロレスリングの興行
グッズの販売
映像コンテンツのライセンス

　なお、「９.　収益認識に関する注記、１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」における
主要な財又はサービスのラインと提供する財又はサービスに関する主要な収益の関連性は以下です。

⑧ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め
ております。

⑨ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

２．会計方針の変更に関する注記
　該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」に含めていた「機械及び装置」は、金額的重要性が
増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の「機械及び装置」は11,719千円であります。
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繰延税金資産 939,679千円

投資有価証券 5,316,306千円

　市場価格のない株式等以外 4,709,982千円

　市場価格のない株式等 606,323千円

投資有価証券評価損 124,396千円

４. 会計上の見積りに関する注記
１．繰延税金資産の回収可能性の見積り

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

　当社グループは、将来減算一時差異及び繰越欠損金の一部が将来の一時差異等加減算前課税所得（以
下課税所得）の見積りに対して利用できる可能性を考慮して、繰延税金資産の回収可能性の評価をして
おります。将来の課税所得の見積りにあたっては、取締役会で承認された2025年６月期の事業計画を
基礎に、将来の課税所得の見積りを行っております。

② 主要な仮定
　主要な仮定は事業計画における経営戦略の進捗度合いにより生じる売上高及び営業損益率です。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　経営環境の著しい変化及び経営戦略の進捗の遅れなど、その見積りの前提とした仮定に変更が生じた
場合、繰延税金資産の取り崩しが発生する可能性があります。

２．投資有価証券の評価
⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものについては、時価が取得原価に比べて50％程度以
上下落した場合には、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込があると認められる場合を除き、減
損処理しております。
　また、その他有価証券で市場価格のない株式等については、当該株式の実質価額が取得原価に比べて
50％程度以上下落した場合には、株式の実質価額が著しく下落したと判断し、投資先の売上高実績及び
営業利益等を入手可能な範囲の事業計画と比較して一定程度の乖離がないか、投資先の事業に著しく影響
を及ぼす定性的な状況が識別されていないか、投資先の出資による資金調達の状況といった点から評価を
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　　有形固定資産の減価償却累計額 1,473,580千円
　　流動負債「その他」のうち、契約負債の金額 1,056,622千円

行い、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理しております。なお、超過収
益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、超過収益力が減少
したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しております。
① 算出方法

　超過収益力を加味して取得した非上場株式等については、減損処理を行うにあたり、投資先の売上高
実績、売上高成長率や営業利益率、入手した投資先の事業計画と実績の予実分析等を考慮し、実質価額
を算出しております。

② 主要な仮定
　超過収益力を加味して取得した非上場株式等の減損処理における主要な仮定は、投資先の事業計画の
うち、売上高成長率及び営業利益率の予実分析等です。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていな
い損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記
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普通株式 71,428,550株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年９月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 320,654千円 4.5円 2023年

６月30日
2023年

９月27日

決 議 予 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年９月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 315,594千円 4.5円 2024年

６月30日
2024年

９月27日

普通株式 736,000株

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑶ 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式
の種類及び数
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７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループでは、投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的
な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するた
めに利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　現金及び預金の中に含まれている外貨預金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に為替
相場を把握し、為替の変動リスクを管理しております。
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社は債権
管理規程に従い、営業債権について、経営管理本部にて取引先毎に残高を管理するとともに、財務状況の
悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同等の管理を行って
おります。
　投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式及び外貨建債券であります。業務上の関係を
有する企業の株式は、価格の変動リスクに晒されております。当該リスクの管理のため、時価や発行体の
財務状況等の継続的なモニタリングを行っております。また外貨建債券については、発行体の信用リス
ク、金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに加え、為替の変動リスクに晒されております。これらに
ついては、発行体を安全性の高い金融機関を中心とし、時価や発行体の格付の変化、為替動向等の金融情
勢を継続的に確認することにより管理しております。
　営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。
　借入金及び社債は、主に運転資金及び投資に係る資金調達を目的としたものであります。そのほとんど
が固定金利にて調達を行っており、将来キャッシュ・フローを固定化することで、金利変動リスクの軽減
を図っております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 4,709,982 4,709,982 －

資産計 4,709,982 4,709,982 －

長期借入金（1年内含む） 12,547,667 12,233,450 △314,217

社債（1年内含む） 2,750,000 2,743,669 △6,331

負債計 15,297,667 14,977,119 △320,548

区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 606,323

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（※）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であ
ること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。

　市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 － － － －

　　債券 － 4,709,982 － 4,709,982

資産計 － 4,709,982 － 4,709,982

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年内含む） － 12,233,450 － 12,233,450

社債（1年内含む） － 2,743,669 － 2,743,669

負債計 － 14,977,119 － 14,977,119

⑴ １株当たり純資産
⑵ １株当たり当期純利益

315.36円
11.38円

⑶ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 11.30円

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　債券は取引金融機関等から提示された価格により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金、社債
　元利金の合計額を、新規で資金調達を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。

８. １株当たり情報に関する注記
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報告セグメント

合計エンターテイメント

事業
スポーツ事業

主要な財又はサービスのライン

TCG 21,644,141 － 21,644,141

デジタルコンテンツ 5,881,631 － 5,881,631

ライブエンタメ 5,253,990 － 5,253,990

MD 5,829,601 － 5,829,601

アド 734,727 － 734,727

スポーツ － 6,583,919 6,583,919

その他 334,947 － 334,947

顧客との契約から生じる収益 39,679,038 6,583,919 46,262,958

外部顧客への売上高 39,679,038 6,583,919 46,262,958

９.　収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）当連結会計年度より、「スポーツ＆ヘルスケア事業」としていた報告セグメントの名称を、ヘルスケア
事業撤退のため「スポーツ事業」に変更しております。なお、この変更は名称の変更のみであり、その
内容に与える影響はありません。
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当連結会計年度

契約負債（期首残高） 849,698千円

契約負債（期末残高） 1,056,622千円

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関
する注記等（5）会計方針に関する事項⑦重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

⑴ 契約資産及び契約負債の残高等
① 契約負債の残高

② 当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、576,502
千円であります。

③ 当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動がある場合のその内容
　2024年１月付でモバイルオンラインゲーム「バンドリ！ガールズバンドパーティ！」の開発運営を
当社へ移管したことにより、顧客への履行義務についての契約負債314,176千円を認識しております。

④ 履行義務の充足の時期が通常の支払時期にどのように関連するのか並びにそれらの要因が契約資産及
び契約負債の残高に与える影響の説明

　契約負債は、主にモバイルオンラインゲームにおける顧客への履行義務が充足されていないもので
す。履行義務はアイテムの見込み利用期間にわたり充足され、当該見込み利用期間を通じて収益認識さ
れます。

⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に
予想される契約期間が１年以内の契約及び当社グループが保有するIPの各種権利許諾のうち、売上高又は
使用量に基づくロイヤルティについては注記の対象に含めておりません。
　当連結会計年度における当社の残存履行義務は、当初に予想される契約期間が１年以内であるため、残
存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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11. その他の注記
（企業結合等関係）

（共通支配下の取引）
１．取引の概要

⑴ 対象となった事業の名称及びその事業の内容
　事業の名称：知的財産権（IP）の創出事業
　事業の内容：知的財産権（IP）の創出、雑誌・書籍の出版、コミックWEBサイトの企画・運営

⑵ 企業結合日
　2023年７月３日

⑶ 企業結合の法的形式
　㈱ブシロードクリエイティブ（当社の連結子会社）を分割会社とし、新設会社である㈱ブシロード
ワークス（当社の連結子会社）を承継会社とする新設分割

⑷ 結合後企業の名称
　㈱ブシロードワークス（当社の連結子会社）

⑸ その他取引の概要に関する事項
　当社グループはIPを軸にアニメ、ゲーム、音楽、イベント、MD など様々な事業展開を行うIPディ
ベロッパーを基本戦略とし、2022年８月に公開した中期経営計画においては、IPディベロッパー
2.0「Global Mega Character Platform戦略」を打ち出し、IPプラットフォームとして世界的に展開
を広げ、IPへの接点の多様化とグローバルな顧客開拓に努めております。本戦略の遂行に当たってIP創
出の重要性がさらに高まっており、新設会社に新規IPの創出に特化する人的資源を集中的に投入するこ
とにより、IP創出を量・質ともに向上させ、新規IPの創出により一層力を入れていくための体制を整え
ることを目的としております。

２．実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基
づき、共通支配下の取引として処理しております。
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（取得による企業結合）
１．企業結合の概要

⑴ 被取得企業の名称及びその事業の内容
　①　被取得企業の名称　Gorin Technical Industry（Malaysia）Sdn Bhd

　事業の内容　　　　印刷製造業
　②　被取得企業の名称　World Card Products（Singapore）Pte.Ltd.

　事業の内容　　　　制作管理・営業
⑵ 企業結合を行った主な理由

　当社グループはIPを軸にアニメ、ゲーム、音楽、イベント、MDなど様々な事業展開を行うIPディベ
ロッパーを基本戦略としております。昨今のグローバル市場において、当社の祖業であるトレーディ
ングカードゲーム（TCG）はますますの盛り上がりを見せており、国内・海外とも市場規模は年々拡
大してきております。このような状況の中、すでに当社のTCGである「ヴァイスシュヴァルツ」英語
版や「カードファイト!! ヴァンガード」英語版などの製造を長年行っているGorin Technical 
Industry（Malaysia）Sdn Bhd（以下「GTIM社」）の株式を取得し、連結子会社化いたしました。
併せて、GTIM社の子会社であり、同社の制作管理及びBushiroad InternationalPte. Ltd.（以下「BI
社」）への営業を担っているWorld Card Products（Singapore）Pte.Ltd.も連結子会社化しており
ます。
　これらにより、TCGの製造において安定的な体制を強固なものとするとともに、当社のTCGを全世
界へより広めてゆくための重要な拠点としての機能を期待するものであります。

⑶ 企業結合日
　2024年４月３日

⑷ 企業結合の法的形式
　現金を対価とする株式取得

⑸ 結合後企業の名称
　変更はありません。

⑹ 取得した議決権比率
　75％

⑺ 取得企業を決定するに至った主な根拠
　当社の連結子会社であるBI社が現金を対価として株式を取得したためであります。
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普通株式の対価
（現金及び企業結合直前に保有していた株式の時価　未払金を含む） 936,169千円

取得原価 936,169千円

流動資産 3,434,251 千円
固定資産 1,492,785 　〃
資産合計 4,927,037 　〃
流動負債 1,871,305 　〃
固定負債 2,001,795 　〃
負債合計 3,873,101 　〃

２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
　被取得企業の決算日は３月31日であり、連結決算日との差異が３ヵ月を超えていないため、貸借対照表
のみを連結しております。このため、被取得企業の業績は当連結会計年度の連結計算書類には含まれており
ません。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
　株式の取得に伴うアドバイザリー費用等　46,461千円

５．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
　段階取得に係る差益　112,981千円

６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
⑴ 発生したのれんの金額

　4,022千円
⑵ 発生原因

　取得原価が取得時の時価純資産を上回ったため、超過額をのれんとして計上しております。
⑶ 償却方法及び償却期間

　重要性が乏しいため、当連結会計年度の費用として一括償却しております。

７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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８．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ
す影響の概算額及びその算定方法

売上高　　432,246千円
営業利益　639,614千円

（概算額の算定方法）
　企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定し、内部取引消去の調整を加えて算定された売上
高及び損益情報と、当社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額として
おります。
　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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（共通支配下の取引）
　当社は、2024年６月28日付で当社の連結子会社である㈱ブシロードファイトの全株式を当社の連結子会社
である新日本プロレスリング㈱に譲渡いたしました。また、同日に商号を㈱スターダムへと変更しておりま
す。

１．取引の概要
⑴ 対象となった企業の名称及びその事業の内容

　連結子会社の名称：㈱ブシロードファイト
　事業の内容：「スターダム」運営

⑵ 企業結合日
　2024年６月28日

⑶ 企業結合の法的形式
　現金を対価とする全株式の譲渡

⑷ 結合後企業の名称
　㈱スターダム

⑸ その他取引の概要に関する事項
　スポーツユニットの運営体制を強化するために、新日本プロレスリング㈱及び㈱ブシロードファイ
トの両社の社長が交代となり、スポーツユニットにおける事業の重複業務を削減し、事業効率の向上
を図るため、組織再編を実施いたしました。

２．実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基
づき、共通支配下の取引として処理しております。
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（2023年７月 1 日から
2024年６月30日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰
余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,760,533 5,759,533 5,759,533 1,287 948,326 949,613

当 期 変 動 額
新株の発行（新株予約権の
行 使 ） 13,224 13,224 13,224

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 消 却

剰 余 金 の 配 当 △320,654 △320,654

当 期 純 利 益 1,293,497 1,293,497
株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 13,224 13,224 13,224 － 972,843 972,843

当 期 末 残 高 5,773,757 5,772,757 5,772,757 1,287 1,921,169 1,922,456

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △23 12,469,657 △11,319 △11,319 155,903 12,614,241

当 期 変 動 額
新株の発行（新株予約
権 の 行 使 ） 26,448 26,448

自 己 株 式 の 取 得 △568,728 △568,728 △568,728

自 己 株 式 の 消 却

剰 余 金 の 配 当 △320,654 △320,654

当 期 純 利 益 1,293,497 1,293,497
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 9,529 9,529 130,156 139,686

当 期 変 動 額 合 計 △568,728 430,562 9,529 9,529 130,156 570,248

当 期 末 残 高 △568,751 12,900,219 △1,790 △1,790 286,060 13,184,489

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 ３年～39年
機械及び装置 ５年～10年
工具、器具及び備品 ２年～15年
車両運搬具 ５年～６年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブ
時価法を採用しております。

③ 棚卸資産
商品及び製品
　移動平均法による原価法を採用しております。
仕掛品
　個別法による原価法を採用しております。
貯蔵品
　最終仕入原価法による原価法を採用しております。
なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び機械装置については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

　なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（１年～５年）に基づいて
おります。
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⑶ 繰延資産の処理方法
株式交付費

３年間にわたり均等償却をしております。
社債発行費

支出時に全額費用処理しております。
⑷　引当金の計上基準

① 貸倒引当金
　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する
額を計上しております。

③ 退職給付引当金
　退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

④ 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑸　収益及び費用の計上基準
　提供する財又はサービスに関する主要な収益は以下のとおりであります。
① TCGなどの商品及び製品の販売については、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、

一時点で収益を認識しております。なお、国内の販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指
針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

② 当社パブリッシュのモバイルオンラインゲームについては、顧客がゲーム内通貨を用いて交換したア
イテムの見積り利用期間に基づいて収益を認識しております。共同事業のモバイルオンラインゲームから
生じる収益は、パブリッシャーである共同事業者が獲得した収益に対して収益分配を受けることによって
生じております。収益分配は当社が顧客である共同事業者への企画・開発・広告等の履行義務の提供によ
り獲得したものであることから、顧客が獲得する収益を見積り当社の収益を認識しております。

③ アニメーション等のIP版権などのライセンス契約におけるライセンスの供与については、ライセンス
を顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合
は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利である場
合は、一時点で収益を認識しております。なお、売上高に基づくロイヤルティは契約相手先の売上等を算
定基礎として測定し、その発生時点を考慮して履行義務の充足を判断し、一時点で収益を認識しておりま
す。また、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について
は、顧客から受け取る額から取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

－ 36 －



⑹ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たすスワップ取引について、
特例処理を採用しております。
ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息
ハ. ヘッジ方針
　借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。
ニ. ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップにつきましては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
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関係会社株式 1,361,835千円
　子会社株式 1,130,635千円
　関連会社株式 231,200千円
関係会社株式評価損 104,271千円
関係会社貸付金 4,849,612千円
　一般債権 2,659,774千円
　貸倒懸念債権 2,189,838千円
貸倒引当金 1,339,895千円
貸倒引当金戻入額 200,000千円
貸倒引当金繰入額 42,111千円

３. 会計上の見積りに関する注記
１．関係会社株式の評価及び関係会社への貸付金の評価

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実

質価額が50％程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、おおむね５年以内の取得
原価までの回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行
うこととしています。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力
を反映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しています。

また、関係会社への貸付金の評価にあたっては財政状態及び経営成績等に応じて貸倒懸念債権に分類さ
れた貸付金については財務内容評価法に基づき評価しております。
① 算出方法

　貸倒懸念債権として区分された貸付金については財務内容評価法により経営状態、財政状態、事業計
画の実現可能性を考慮した上で、支払能力を総合的に判断した結果、総額1,339,895千円の貸倒引当金
を計上しており、当期変動額の内訳は貸付金回収による貸倒引当金戻入額200,000千円及び引当不足額
の貸倒引当金繰入額42,111千円となっております。

② 主要な仮定
　主要な仮定は、関係会社の事業計画のうち、売上高成長率及び営業利益率の予実分析等です。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　貸倒懸念債権として区分された関係会社に対する貸付金は、翌事業年度の業績の悪化等により貸倒引
当金計上額が増加する可能性があります。
　関係会社株式は、将来の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失
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繰延税金資産 716,972千円

投資有価証券 914,711千円

　市場価格のない株式等以外 640,800千円

　市場価格のない株式等 273,910千円

投資有価証券評価損 124,396千円

又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
２．繰延税金資産の回収可能性の見積り

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

　当社は、将来減算一時差異が将来の一時差異等加減算前課税所得（以下課税所得）の見積りに対して
利用できる可能性を考慮して、繰延税金資産の回収可能性の評価をしております。将来の課税所得の見
積りにあたっては、取締役会で承認された2025年６月期の事業計画を基礎に、将来の課税所得の見積
りを行っております。

② 主要な仮定
　主要な仮定は事業計画における経営戦略の進捗度合いにより生じる売上高及び営業損益率です。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　経営環境の著しい変化及び経営戦略の進捗の遅れなど、その見積りの前提とした仮定に変更が生じた
場合、繰延税金資産の取り崩しが発生する可能性があります。

３．投資有価証券の評価
⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものについては、時価が取得原価に比べて50％程度以
上下落した場合には、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込があると認められる場合を除き、減
損処理しております。また、その他有価証券で市場価格のない株式等については、当該株式の実質価額が
取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には、株式の実質価額が著しく下落したと判断し、投資先
の売上高実績及び営業利益等を入手可能な範囲の事業計画と比較して一定程度の乖離がないか、投資先の
事業に著しく影響を及ぼす定性的な状況が識別されていないか、投資先の出資による資金調達の状況とい
った点から評価を行い、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理しておりま
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 202,612千円

① 短期金銭債権 1,277,603千円
② 長期金銭債権 4,107,757千円
③ 短期金銭債務 445,966千円

　㈱ブシロードムーブ 56,683千円

⑵ 関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 907,932千円
仕入高 2,130,126千円
販売費及び一般管理費 3,599,649千円

営業取引以外の取引高 1,815,866千円

す。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、
超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しております。
① 算出方法

　超過収益力を加味して取得した非上場株式等については、減損処理を行うにあたり、投資先の売上高
実績、売上高成長率や営業利益率、入手した投資先の事業計画と実績の予実分析等を考慮し、実質価額
を算出しております。

② 主要な仮定
　超過収益力を加味して取得した非上場株式等の減損処理における主要な仮定は、投資先の事業計画の
うち、売上高成長率及び営業利益率の予実分析等です。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
　将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていな
い損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記

⑵ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

⑶ 保証債務
　関係会社の営業取引に対し、債務保証を行っております。

５. 損益計算書に関する注記
⑴ 関係会社株式売却益

　2024年6月28日付で連結子会社である㈱ブシロードファイトの全株式を連結子会社である新日本プロレ
スリング㈱に譲渡したことによるものです。
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普通株式 1,296,466株

繰延税金資産
未払事業税 9,302千円
未払費用 6,960
棚卸資産評価損 373,999
仕掛品 64,239
貸倒引当金 423,644
賞与引当金 17,137
役員退職慰労引当金 10,427
減価償却超過額 123,299
資産除去債務 27,326
投資有価証券評価損 99,973
関係会社株式評価損 166,012
会社分割に伴う関係会社株式差額 74,810
退職給付引当金 26,777
前受収益 47,702
繰越欠損金 83,018
その他 57,869

繰延税金資産小計 1,611,679
評価性引当額 △843,802
繰延税金資産合計 767,876
繰延税金負債

未収事業税 △20,889
税務上の収益認識差額 △30,833

繰延税金負債合計 △51,723
繰延税金資産の純額 716,972

⑶ 貸倒引当金繰入額
　関係会社長期貸付金に対する貸倒引当金42,111千円の計上によるものであります。

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び総数

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 ㈱ブシロード
ミュージック

所有
直接　 100.0%

資金の援助
役員の兼任 利息の受取 7,025

短期貸付金
（注）１

199,920

長期貸付金
（注）１

383,580

子 会 社 ㈱劇団飛行船
所有
直接　 100.0% 資金の援助

資金の貸付 165,175 長期貸付金
（注）１、２

559,101
利息の受取 5,557

子 会 社 ㈱ブシロード
ウェルビー

所有
直接　 100.0%

資金の援助
役員の兼任

資金の貸付 50,000
短期貸付金
（注）１

49,943

利息の受取 7,348
長期貸付金

（注）１、３
710,794

子 会 社 ㈱アルゴナビス
所有
直接　 100.0% 資金の援助 利息の受取 4,005

短期貸付金
（注）１

132,000

長期貸付金
（注）１

268,000

子 会 社
Bushiroad 
International 
Pte. Ltd

所有
直接　 100.0% 資金の援助

資金の貸付 1,361,908
短期貸付金
（注）１

280,700

利息の受取 9,723
長期貸付金
（注）１

1,029,240

子 会 社
㈱ブシロード
ワークス

所有
直接　 100.0% 資金の援助

資金の貸付 400,000 長期貸付金
（注）１

400,000
利息の受取 3,560

子 会 社

Gorin Technical 
Industry 
(Malaysia)
Sdn Bhd

所有
間接　   75.0% 資金の援助

資金の貸付 766,332
短期貸付金
（注）１

95,791

利息の受取 897
長期貸付金
（注）１

670,541

子 会 社
新日本プロレス
リング㈱

所有
直接　   70.0% 役員の兼任

関係会社株式
の売却

（注）４
735,079 関係会社株式 －

８. 関連当事者との取引に関する注記
　　　子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 資金の貸付について、貸付利率は市場利率を勘案して合理的に決定しております。

２. 当事業年度末において、559,101千円の貸倒引当金を設定しております。
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種類
会社等の
名称又は
氏名

所在
地

資本金又
は出資金
（千円）

議決権等所有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取 引 の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末
残高

（千円）

役員 橋本義賢 － － （被所有）
直接　0.52

当社取締役
（注）１

新 株 予
約 権 の
行使
（ 注 ）
１、２

12,000 － －

⑴ １株当たり純資産 183.92円
⑵ １株当たり当期純利益 18.29円

３. 当事業年度末において、710,794千円の貸倒引当金を設定しております。
４. 関係会社株式の売却価格については、独立した第三者機関による事業価値算定の結果を踏まえ、両者

協議の上決定いたしました。

　　　役員及び個人主要株主等

（注）１. 橋本義賢氏は、2023年９月26日をもって当社取締役を退任しており、上記の取引金額は在任期間中
の取引を、議決権等の所有（被所有）割合（％）は退任時のものを記載しております。

２. 2018年７月27日付の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利行
使を記載しております。なお、取引金額欄は、当連結会計年度における新株予約権の権利行使による
払込金額を記載しております。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　９.収益認識に関
する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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